
 

1 

令和元年度 環境監査実施結果報告書 

 

ひらつかエコモード基本マニュアルに従い、令和元年度の環境監査の実施結果を報告し

ます。 

 

１ 環境監査の概要 

（１）各部局から推薦された２４人が、令和元年度の環境監査員（以下、「監査員」）と

して任命され監査を実施しました。 

 

（２）職場監査においては、次の項目を主な監査事項としました。 

《環境活動の成果等の監査》 

 

 

 

 

 

 

 

《環境法令等の順守状況等の監査》 

 

 

 

 

 

 

 

（３）監査の対象は、全課等８５組織のうちの２４組織等としました。（※組織数は、エコモ

事務局を含んだ数） 

    

《環境活動の成果等の監査班》 

 危機管理課、災害対策課、産業振興課、農水産課、商業観光課、障がい福祉課、生活福祉課、青少

年課、保険年金課、収集業務課、環境保全課、環境施設課、まちづくり政策課、開発指導課、交通

政策課、消防救急課、情報指令課、消防署管理担当、病院総務課、医事課、エコモ事務局 

《環境法令等の順守状況等の監査班》 

 道路管理課（豊田資材置場、日向岡トンネル）、青少年課（青少年会館）、庁舎管理課（本庁舎）、

博物館（博物館） 

 

（４）令和元年度の監査では、環境活動の成果等の監査について、「施設における環境配

慮」に関する重点監査項目を設定したことを踏まえ、次の各組織については、現場（施

設）監査の重点的な実施などを行い、監査の強化をはかりました。 

環境施設課（リサイクルプラザ）、産業振興課（勤労会館）、青少年課（みなと子どもの家）、病

院総務課（市民病院） 

・エコモードの運用状況 

・今年度の取組項目及び目標設定の確認 

・課等の環境活動の定着度、活動成果の確認 

・課等の業務に即した環境工夫等の確認 

・前回の是正事項に対しての改善状況の確認 

・重点監査事項：『施設における環境配慮と、施設所管課が行う措置や要請の確認』 

・エコモードの運用状況 

・特定設備の届出及び測定、保管状況、室内外の管理状況の確認 

・緊急事態の訓練及び対応状況等の確認 

・前回の是正事項に対しての改善状況の確認 

・重点監査事項：『環境法令にかかる委託業者の法定資格や、仕様書の内容確認』 



 

2 

（５）環境監査の実施に当たっては、是正事項の指摘にとどまらず、監査する課等の取組

の向上を目指し、監査員が積極的に相談を受け、助言するように心がけました。 

 

２ 環境監査の実施結果 

（１）監査を行ったすべての組織において、エコモードに沿って、概ね適切な取組がなさ

れていましたが、是正事項として、観察事項３件、改善事項３件の指摘がありました。 

 

庁舎管理課（本庁舎） 

観察事項 

環境法令等順守シートの適用設備等の第４類第２石油類（灯油）の欄に、地下タ

ンクの内容しか記載されておらず、８階発電機室の内容の記載がありませんでし

たので、内容の更新を行ってください。 

青少年課（みなと子どもの家） 

改善事項 

現在使用していない室外機が２台ありました。フロン排出抑制法に基づき、簡易

点検の実施とその記録が必要ですが、記録簿がありませんでした。使用していな

い室外機を撤去するか、室外機内に残っているフロンを取り除くまでの間、簡易

点検を実施し記録簿に記録を残してください。 

青少年課（青少年会館） 

改善事項 

重油タンクの掲示板について、従前の看板の上にラミネートフィルムを使用した

簡易的な標示看板にて掲示の対応をされていましたが、平塚市火災予防条例施行

規則別表第２に規定のとおり、寸法及びその材料の規格に沿ったものに更新をし

ていただく対応をお願いします。 

環境施設課（リサイクルプラザ） 

観察事項 

フロン排出抑制法に基づく簡易点検記録簿は、対象機器ごとに作成することにな

っていますが、施設内の対象機器一括で作成されていました。フロン排出抑制法

に基づく簡易点検記録簿を対象機器ごとに作成してください。 

観察事項 

環境法令順守シートに記載されていたフロン排出抑制法対象機器の記載が一部

更新されていませんでした。環境法令順守シートの記載を最新の内容に更新して

ください。 

病院総務課（市民病院） 

 改善事項 
フロン排出抑制法対象の冷蔵・冷凍庫について把握漏れにより法令順守シートへ

の記載および点検がなされていませんでした。 

 

  環境法令順守シートの誤記等の軽微な指摘事項に加え、フロン排出抑制法の対象機器 

 の把握漏れ等が指摘され、各課等にフロン排出抑制法の理解が十分に深まっていないと  

 考えられます。フロン排出抑制法は、令和２年４月に改正され罰則が強化されることか 

 ら、引き続き監査を強化していきたいと考えます。 
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（２）今回の環境監査において、４６件の事項を、他の職場の模範となるような優良事項

としました。その中から５件を選出し、優秀事項として特に評価しました。 

 

  《優秀事項》 

産業振興課 

『課独自の職場環境改善の専門チームの設置による余剰物品の整理整頓』 

   産業振興課では、職場環境改善の専門チームを課独自で設け、課内で使用する物品

の整理整頓を行っています。これにより、余剰物品の整理ができ、物品購入量の削減

に繋がっています。 

   同取組は、エコモードを目的とした取組ではありませんが、職場環境改善の専門チ

ームを設置することは、整理整頓による物品購入の削減に繋がるだけではなく、業務

が効率化されることにより残業による夜間の電気使用量の削減等も期待でき、職場内

の環境負荷の低減にも繋がる取組です。また、全ての課等で直ぐに実施できる取組で

あり、全課に水平展開が期待できる取組と考えます。 

 

 

  商業観光課 

『まちかど広場の外灯の運用変更による電気使用量の削減』 

 商業観光課では、まちかど広場の外灯の点灯・消灯 

タイマーを昨年度までは、季節ごとに設定していまし 

たが、今年度から日照時間に応じてこまめに設定を変 

更することにより、令和元年度上半期の電気使用量を 

前年度同期に比べて約１割削減することができました。 

 課として積極的に従前の機器の運用方法を見直すこ 

とで、確実な電気使用量の削減に繋げています。また、 

同取組は設定により点灯、起動する機器を保有する他 

課にも水平展開できる取組と考えます。 

 

 

 

 

【産業振興課の職場環境改善チームが実施している取組の一例】 

紅谷町まちかど広場外灯 
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青少年課 

『施設ごとのエコモの取組の設定と数字を示した研修の実施』 

 青少年課では、施設ごとにエコモの取組を独自に設定する 

ことで、各施設の実状に即したエコモの取組を実施しています。 

また、各施設の担当者が集まる会議で各燃料使用量等の数字を 

示した研修を実施することにより、定量的に各施設の取組状況 

を把握することで、効果的に各施設の環境負荷の低減を図って 

います。 

 重点監査項目でもある施設の省エネ対策の推進に向け、積極 

的に取り組んでいる事例であり、各施設の実情に即して数字を 

示した研修を実施することは、施設として取り組むべき課題が 

顕在化し、効果的な環境負荷の低減に繋がります。他の施設を 

所管している課等にも水平展開できる取組と考えます。 

 

保険年金課 

『窓口パソコンの立ち上げ時間の変更による電気使用量の削減』 

保険年金課では、窓口に設置されたパソコンの立ち 

  上げ時間を午前８時から午前８時１５分に変更するこ 

  とにより、確実な電気使用量の削減に繋げています。 

日頃の業務を少し見直すことにより容易に環境負荷 

  の低減を図ることが出来る好事例といえます。窓口パ 

  ソコンを所有している課等には同様の取組の実施を検 

  討して貰うとともに、全課等において何気なく実施し 

  ている普段の業務を見直すことで、環境負荷の低減に 

  繋げていただきたいと考えます。 

 

道路管理課（豊田資材置場） 

『災害に備えたＰＣＢ廃棄物保管庫の底上げ』 

道路管理課では、豊田資材置場が浸水被害の想定される 

  場所にあることから、ＰＣＢ廃棄物倉庫を底上げしたうえ 

  で設置するなど、災害時に備えた施設、設備の管理を実施 

  しています。 

 近年、極端な気象現象が頻発しており、浸水等の災害時 

の備えは益々必要になってきています。ＰＣＢ廃棄物の保 

管基準として、「保管場所から産業廃棄物の飛散、流出、 

地下水浸透、悪臭発散が生じないような措置を講ずること。 

」とされていますが、災害に備えたＰＣＢ廃棄物の保管対 

策は進んでいないのが実状です。ＰＣＢ廃棄物を保管して 

いる課には、災害時に備えたＰＣＢ廃棄物の保管方法の見 

直しを図っていただくとともに、施設、設備を所管してい 

る課には災害時に備えた施設、整備の管理を実施していた 

だきたいと考えます。 

令和元年度青少年課研修資料 

底上げされているＰＣＢ廃棄物保管庫 

保険年金課の窓口パソコンを立ち上げる様子 
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３ 今後の環境活動に向けて 

今回の監査では、省エネ、省資源などの基本的な環境配慮行動に関しては、多くの課

で定着が見受けられ、各課ともおおむね良好な環境活動が行われていました。 

このことは、すでに職員による事務所での省エネや省資源の取組が多くの課で実施済

みであり、これ以上の環境配慮の推進は見込めないということでもあります。今後は施

設の省エネ化や、施設利用者・市民・関係団体・委託業者などへの環境配慮の要請など、

抜本的な対策を計画的に進めることが必要となります。 

その視点で、今年度は、施設における環境配慮などを重点監査項目として設定しまし

た。青少年課の優秀事項では、施設ごとに実情に即したエコモの取組を実施し、数字を

示して定量的に評価をすることで効果的なＰＤＣＡの運用を図っていました。この様な

取組が他の多くの施設でも広がっていくよう、引き続き施設における環境配慮の推進を

図ります。 

商業観光課、保険年金課の優秀事項は、省エネや省資源の取組が既に進んでいる中で、 

 課の日頃の業務を見直すことで、確実な環境負荷の低減に繋げています。既に省エネや 

 省資源の取組を実施し、その取組が浸透している課においても日頃の業務を抜本的に見 

 直すことで、効果的な環境負荷の低減に繋がる好事例です。今後も監査を実施する際に 

 は、監査する課等が日頃の業務を抜本的に見直せるよう、他課の先進事例をアドバイス 

 する等、効果的な環境負荷の低減に向けて積極的にコミュニケーションを図ります。 

  産業振興課の優秀事項は、エコモードを目的とした取組ではありませんが、職場内の 

 整理整頓、業務の効率化を図ることは、ワーク・ライフ・バランスの向上とともに、 

 環境負荷の低減にも繋がる好事例です。全庁的には、ライトダウン実施日をノー残業デ   

 ーにすることで、ワーク・ライフ・バランスの向上と環境負荷の低減を図る取組を実施

していますが、課の実情に即したワーク・ライフ・バランスの向上と環境負荷の低減を

図る取組も他の課等にも広めていきたいと考えます。 

法令順守については、今年度、観察事項、改善事項をそれぞれ３件指摘しました。法 

 令順守シートの誤記等の軽微な指摘事項に加えて、フロン排出抑制法の対象機器の把握

漏れ等があり、フロン排出抑制法等への理解が未だ十分に深まっていないと考えられま

す。フロン排出抑制法は令和２年４月に改正され、罰則が強化されることから、引き続

き重点的に監査を実施するとともに、事務局には、研修や文書等を通して、積極的に法

令順守の啓発に努めていただきたいと考えます。 

 

 


